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SNSに投稿する前に9

　SNSにはメッセージを手軽に書き込むことができ、自分で撮影し
た写真や動画を簡単に投稿することができます。一方で、他人の文章
なども簡単にコピーできてしまいます。また、動画配信の収益化のし
くみの普及などから、自分の投稿が他人の権利を侵害してしまうかも
しれない、ということに配慮しない投稿もみられるようになっています。

　著作権は、著作物について生じます。例えば、他人の作った音楽、
新聞・雑誌の記事、写真、小説、絵画などを著作権者に無断で投稿す
れば、著作権の１つである複製権＊１や公衆送信権＊２などの著作権
侵害になる可能性があります。
　著作権法で認められている権利者の許諾なしに著作物を利用できる
場合（例えば著作物でも保護期間＊３が過ぎているもの）や、引用と
いえる場合には、許諾なしで利用できることがあります。
　肖像権は、無断で撮影されたり、撮影された写真・動画などを勝手
に公表・利用されたりしない権利として認められています。例えば、
自分が撮影したものであっても、無関係な人がその写真を、人物や撮
影した時間、場所を特定できるようなかたちで勝手に投稿していれば、
肖像権侵害となる可能性があります。

SNSや動画配信サイトでの権利侵害のおそれ

著作権、肖像権とは

＊１ 	 著作物を無断で再製（コピー）されない権利
＊２ 	 放送、有線放送、ネットなど、著作物を公衆向けに無断で送信されない権利
＊３ 	 	著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存

している期間＋死後70年間

　肖像権に似ているものとして著名
人の肖像や氏名等の情報が経済的価
値を持つ場合には、許諾なしに商業
的利用をされない権利としてパブリ
シティ権があります。

　プライバシー権は、私生活をみだ
りに公表されない権利として一般には理解されています。プライバシー
が侵害されたといえるためには、①私生活上の事実または私生活上の
事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること	②公開を望ま
ないであろう事柄であること	③一般の人々にいまだ知られていない
事柄であること	④公開によってその人が実際に不快・不安の念を覚
えたことが必要だとされています。
　写真や動画であれば、プライバシー権と肖像権が重なり合う部分は
多いと思われます。例えば、友人の家に遊びに行った際、撮影した友
人と友人宅の室内のようすがはっきり分かる写真を友人に無断で投稿
してしまったようなときには、プライバシー権と肖像権の両方の侵害
になり得ることがあるといえます。

　事前に権利者の許諾を得ていれば、権利侵害にはなりません。無関
係な人が写り込んでいる写真や動画は、その人が特定できないような
ぼかしやマスキングをしたり、トリミングで取り除くなどして、他人
の権利への配慮をしたうえで、SNSを利用しましょう。

プライバシー権が
侵害されたといえるには

安心してSNSを利用するために
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1章　知らないと怖い ！  ネットトラブル
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　フリーマーケット（フリマ）サービスやSNSを介して、個人間取引
が簡単にできるようになりましたが、トラブルが発生することもあり
ます。

　個人間取引で一般的なのは、フリマアプリやネットオークションな
どのサービス運営会社が介在した取引です。多くの運営会社ではエス
クローサービス＊１や禁止行為を設けています。売主から商品が発送
されない場合は運営会社に申し出ます。届いた商品が違うなどのトラ
ブルは、原則として当事者間で話し合って解決することになります。
不明な点があれば事前に出品者に質問し、補償制度の有無などもあら
かじめ確認しておきましょう。利用規約などをよく確認し、相手から
禁止行為を持ちかけられても、絶対に応じないようにしましょう。

　フリマアプリなどを利用せず、
SNSで直接取引する人もいま
す。非常に匿名性が高く、知り
合った相手の情報が正しいかど
うかも分からないため、トラブ
ルが発生しても解決が困難とな

フリマサービス等を利用した個人間取引

SNSを利用した個人間取引

気をつけて！
ネット上の個人間取引2

＊１ 	 	出品者（売り手）と購入者（買い手）の間にサービス運営会社が入って代金を預かり、購入
者が商品を受け取ったことが確認できてから、出品者に商品代金が支払われるしくみ

るケースがほとんどです。特に
SNSで「チケットを譲る」な
どの書き込みを見て知り合った
相手と取引をしているケースで
は、「代金支払い後に連絡が取
れなくなった」「チケットが届
かない」などのトラブルが発生
しています。
　なお、取引の過程で、相手からメッセージアプリでのやり取りや決
済アプリの送金機能を利用するよう誘導されると、相手のメールアド
レスや電話番号、口座情報などが分からないまま金銭被害にあうこと
になり、危険です。また、支払いにプリペイド型電子マネーを指定さ
れた場合、番号を相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは非常に
困難です。SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか、慎重に
判断しましょう。

　SNSや掲示板サイトなどを通じて、見知らぬ人同士が金銭の貸し
借りをする個人間融資に関するトラブルがみられます＊２。
　審査に必要として先に保証金を支払うよう要求されたり、高い利息
を請求されたりすることもあります。融資の条件として身分証明書や
私的な画像などを要求されることがあり、さらなるトラブルに巻き込
まれる危険性もあります。
　個人であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸し付けを行うに
は貸金業の登録が必要です。見知らぬ相手からの借り入れはやめ、多
重債務などで困っていたら自治体の窓口等＊３に相談しましょう。

個人間融資には注意を

＊２ 	 	「SNSなどを通じた『個人間融資』で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう！」
（国民生活センター）

＊３ 	 	「相談・問い合わせ機関」p132、「全国の消費生活センター	一覧（都道府県・政令指定都市）」
p138～141	参照

＊２
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家庭の食品ロスを
減らすためには2

　食品ロスとは、売れ残りや食べ残しなど、本来は食べられるのに捨
てられてしまう食品のことです。食品ロスの削減はSDGsのターゲッ
トの１つになっており、日本でも2030年度までに2000年度比で半
減させるとの目標が掲げられています。日本で発生する食品ロスは年
間472万t（2022年度）と推計されていますが、そのうち家庭の食品
ロスが236万tと半分を占めます＊１。事業者はもちろん、消費者も
食品ロスを自分事ととらえる必要があります。

　家庭の食品ロスの発生には、食品の調達、保存、調理、喫食、管理、
処分といった場面における様々な行動が関与しています。例としては、
在庫の確認をせずに買い物に行く、鮮度を損なうような方法や目に付
きにくい場所で保存する、在庫の期限表示を確認しない、期限の近づ
いたものから先に消費しようとしない、食べ切れるかをよく考えずに
作る・皿に盛る、野菜の下ごしらえの際に食べられる部分まで除去す
るなどがあげられます。また、賞味期限は「おいしく食べられる期限」
であり消費期限＊２とは違うのですが、賞味期限が過ぎた食品をすぐ
に捨ててしまうということがあり、そのような行動も食品ロスを増や
すことにつながります。

日本の食品ロスの現状は？

食品ロスを生む消費者の行動

＊１ 	 「食品ロスについて知る・学ぶ」（消費者庁ウェブサイト）
＊２ 	 安全に食べられる期限（期限を過ぎたら食べないほうがよい期限）

　１世帯（４人家族を想定）が１年間に廃棄する食品は56,000円相
当との報告＊３もあり、食品ロスを減らすことは家計の節約にも貢献
します。在庫を確認してから買い物に行く、冷凍保存を活用する、早
く食べたほうがよいものは目に付く場所に置く、期限の迫ったものを
食べ尽くす日を設定する、食べ残しを次の食事で食べる、野菜の皮や
茎を使ってみる、賞味期限が過ぎた食品を捨てる前に臭いを嗅いでみ
て食べられるかどうか個別に判断するなど、消費者が食品ロス削減の
ためにできることはたくさんあります。どれか少しだけでもかまいま
せんので、ぜひ今日から取り組んでみてください。
　近年は、家では食べ切れない食品を寄付できるフードドライブの活
動も広がってきました。近くの公共施設や小売店でフードドライブ・
ボックスを見つけて、ぜひ活用してみてください。家庭で余っている
食品を持ち寄り一緒に調理して食べるサルベージ・パーティと呼ばれ
る取り組みもあります＊４。近くでサルベージ・パーティのイベント
が開催されていたら、友達や家族を誘って参加してみましょう。

今日から始められる食品ロス削減の取り組み

＊３ 	 「京都市の生ごみデータ」（京都市食品ロスゼロプロジェクトウェブサイト）
＊４ 	 「サルベージ・パーティ」（一般社団法人	フードサルベージウェブサイト）

＊３

＊４

図　家庭の食品ロスを生む消費者の行動（例）

＊１
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